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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
資
金
決
済
法
で
い
う
み
な
し
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
「
み
な
し
仮
想
通
貨
交
換
業
者
」
で
あ
る
と
告
知
す
る
義
務
」
に
つ
い
て
は
、
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
に
は
、
当
該
義
務
を
定
め
た
規
定
は
な
い
。

な
お
、
金
融
庁
で
は
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
を
利
用
す
る
際
は
、
登
録
を
受
け
た
事
業
者
か
ど
う
か
、
金
融
庁
又
は
財
務

局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
す
る
よ
う
利
用
者
に
対
し
て
注
意
喚
起
を
行
う
と
と
も
に
、
登
録
を
受
け
た
仮
想
通
貨
交
換
業

者
の
一
覧
を
金
融
庁
及
び
財
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
み
な
し
仮
想
通
貨
交

換
業
者
」
に
つ
い
て
も
金
融
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
み
な
し
仮
想
通
貨
交
換
業
者
」
に
関
す
る
広
告
の
禁
止
や
自
粛
の
規
定
に
つ
い
て
、
資
金
決
済
に
関
す
る
法

律
に
は
、
御
指
摘
の
広
告
に
係
る
規
定
は
な
い
。

な
お
、
金
融
庁
で
は
、
仮
想
通
貨
交
換
業
に
係
る
業
界
団
体
で
あ
る
日
本
仮
想
通
貨
事
業
者
協
会
及
び
日
本
ブ
ロ
ッ
ク
チ

ェ
ー
ン
協
会
に
対
し
て
、
広
告
の
取
扱
い
に
係
る
自
主
ル
ー
ル
の
策
定
を
継
続
的
に
促
し
て
き
て
い
る
。一



こ
れ
を
受
け
、
両
協
会
で
は
、
平
成
三
十
年
一
月
二
十
九
日
に
、
広
告
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
傘
下
会
員
に
通
知
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
み
な
し
仮
想
通
貨
交
換
業
者
」
に
つ
い
て
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
銀

行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
六
十
二
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
八
条
第
一

項
に
お
い
て
、
改
正
法
施
行
の
際
現
に
仮
想
通
貨
交
換
業
を
行
っ
て
い
る
者
は
、
改
正
法
施
行
後
六
月
間
の
内
に
登
録
の
申

請
を
し
た
場
合
に
は
、
登
録
又
は
登
録
の
拒
否
の
処
分
等
が
あ
る
ま
で
の
間
、
仮
想
通
貨
交
換
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨

規
定
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
「
み
な
し
仮
想
通
貨
交
換
業
者
」
に
対
し
て
は
、
改
正
法
附
則
第
八
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
資
金
決
済
に
関
す
る

法
律
に
お
け
る
仮
想
通
貨
交
換
業
に
係
る
規
定
が
適
用
さ
れ
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
と
同
様
、
シ
ス
テ
ム
の
安
全
管
理
や
利

用
者
財
産
の
分
別
管
理
と
い
っ
た
業
務
運
営
態
勢
の
整
備
な
ど
を
求
め
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
み
な
し
仮
想
通
貨
交
換
業
者
」
に
つ
い
て
、
改
正
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
）
時
点
で
、

二



「
み
な
し
仮
想
通
貨
交
換
業
者
」
に
該
当
し
て
い
た
者
（
改
正
法
施
行
後
六
月
間
の
内
に
登
録
の
申
請
を
し
た
者
に
限
る
。
）

は
、
二
十
八
社
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
登
録
済
の
十
二
社
に
つ
い
て
、
改
正
法
の
施
行
の
日
か
ら
登
録
ま
で
の
平
均
期
間
、

最
短
期
間
及
び
最
長
期
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
約
百
九
十
九
日
、
百
八
十
一
日
及
び
二
百
六
十
九
日
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
「
み
な
し
仮
想
通
貨
交
換
業
者
」
の
運
用
」
に
つ
い
て
、
金
融
庁
に
お
い
て
は
、
「
み
な
し
仮
想
通
貨
交
換

業
者
」
に
係
る
登
録
審
査
に
当
た
っ
て
、
書
面
審
査
に
と
ど
ま
ら
ず
、
シ
ス
テ
ム
の
安
全
性
の
検
証
な
ど
、
仮
想
通
貨
交
換

業
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
体
制
等
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
審
査
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
一
に
つ
い
て
及
び
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
登
録
を
受
け
た
事
業
者
か
ど
う
か
確
認
す
る
よ
う
利
用

者
に
対
し
て
注
意
喚
起
を
行
う
と
と
も
に
、
仮
想
通
貨
交
換
業
に
係
る
業
界
団
体
に
対
し
て
、
広
告
の
取
扱
い
に
係
る
自
主

ル
ー
ル
の
策
定
を
継
続
的
に
促
し
て
き
て
い
る
。

金
融
庁
に
お
い
て
は
、
今
般
の
事
案
に
係
る
原
因
究
明
や
実
態
把
握
の
結
果
を
踏
ま
え
、「
み
な
し
仮
想
通
貨
交
換
業
者
」

に
つ
い
て
、
引
き
続
き
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

三


